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議案第１号  令和７年度 福島市一般会計補正予算（第７号）  【市民課】  

◇戸籍・住基システム等改修事業費 

 

１ 補正の趣旨・内容等 

 令和５年６月９日「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５

年法律第４８号）」の公布により、戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、戸籍、住民票等に「氏名の振り仮名」を記載することと

なった。 

福島市では、令和７年７月に戸籍に記載予定の振り仮名通知を筆頭者等に送付し、氏名振り仮名の届出を受付し、順次記載して

いる。一方で、令和８年５月２５日までに氏名振り仮名の届出のなかった者については、その通知した氏名振り仮名を戸籍に一括

記載し、その後、その氏名振り仮名を住民票等に記載する。 

今般、戸籍に記載された氏名振り仮名を、住民票等に一括して記載するにあたり必要なシステムの整備・改修を行うもの。 

さらに、現在、住民票に記載されている旧氏についても、その旧氏及び振り仮名を記載し、戸籍の附票へ記載するために必要なシ

ステムの整備・改修を行うもの。 

なお、令和８年度にわたる事業であり、今年度中の事業完了が困難なことから、予算については繰越明許とする。 

〈議案書〉Ｐ６～８、〈補正予算説明書〉Ｐ５～９ （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
2　総務費

　3　戸籍住民基本台帳費 （国） ○戸籍住民基本台帳諸費

　　1　戸籍住民基本台帳費 1,100 17,000 18,100 17,000 0 0 0 戸籍・住基システム等改修事業費

説明特定財源

款
項
目

補正前の額 補正額 計　
補正額の財源内訳

一般財源

≪歳入内訳≫

１６款 国庫支出金

２項 国庫補助金

１目 総務費国庫補助金

１節 総務管理費補助金

※事業費は、10分の10国庫補助。限度額あり
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２ 事業概要 

(１)氏名振り仮名一括記載対応システム改修（住民記録システム） 

届出期間（令和７年５月２６日から令和８年５月２５日まで）に振り仮名の届出のなかった者の氏名振り仮名について、本籍地

の市町村長が一括して戸籍に記載した後に送信する「氏名振り仮名のデータ」を住民記録システムにて受信し、一括処理をするた

めに必要な機能の追加及び改修を行う。 

 

(２)旧氏対応システム改修（住民記録システム・戸籍附票システム） 

   婚姻等により氏が変更となった者のうち、本人申出により住民票へ旧氏が記載されている者について、戸籍附票の記載事項に

旧氏及び旧氏の振り仮名を追加するために必要な機能の追加及び改修を行う。 

 

３ 作業スケジュール 

 ２０２３年度
（令和５年度）

２０２４年度
（令和６年度）

２０２５年度
（令和７年度）

２０２６年度
（令和８年度）

２０２７年度
（令和９年度）

・法律公布
（R5.6.9）

・法律施行①
（3号施行日：R7.5.26）

・法律施行②
（4号施行日:R8.5.26）

・法律施行③
（R9年前半頃）

戸籍

　

住民票

住民票

戸籍附票

施行日

旧氏対応
システム改修

一括記載対応
システム改修

通知
住基法9条第2項通知により

住民記録に連携
振り仮名届出期間（施行から1年間）

住記システム改修

（振り仮名公証）

通知

旧氏の振り仮名届出

期間

戸籍システム改修

（振り仮名公証）

住記システム

改修、検証

住記システム

改修、検証

（附票旧氏対応）

記 載

（振り仮名データ受信）

R8.6.11～R9.5.4（予定）

記

載

記

載

附票システム

改修、検証

（旧氏対応）

（振り仮名一括記載）

記

載

住民票の旧氏及び旧氏の

振り仮名を戸籍附票に連携

(振り仮名一括記載)

※ 振り仮名記載記載
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